
日時：令和２年６月１７日（水）午前10時30分～11時

場所：第２庁舎４階 第３２会議室

議題：〇感染予防の取組

〇県内事業者の応援の取組

新しい県民生活推進プロジェクトチーム
会議（6/17開催）
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「鳥取県民コロナに打ち克つ行動宣言」

「⿃取県⺠コロナに打ち克つ⾏動宣⾔」

コロナを克服し、安⼼・安全で活⼒ある⿃取県を取り戻すために、取
り組みを進めます。

１．県⺠みんなで、感染予防を取り⼊れた⽣活をします。
２．事業活動においても感染防止対策を実践します。
３．県産品の購⼊、県内のお店の利⽤・県内観光で県内の事業者
を応援します。

令和２年６⽉５⽇
⿃取県コロナに打ち克つ新しい県⺠⽣活推進会議



○各関係団体や専門家の意⾒を聞きながら、県版ガイドラインを作成
＜策定状況＞
・策定済︓飲⾷、接待を伴う飲⾷、宿泊、理容、美容、クリーニング、公衆浴場、登⼭客向け、ライブハウス、スポーツジム
・策定中︓海⽔浴（6月17日策定予定）

○県外でクラスターの発⽣した４業種について （ ）は県内事業所数
■ライブハウス（１０か所）
「県で作っていただき周知していただくことが、利⽤者の安⼼感につながる」
⇒いろいろな様態があるため『オーダーメイドガイドライン』を作成（6⽉16⽇）

■スポーツジム（５２か所）
・全国展開店舗では、本社マニュアルの対策をすでに実施中
・「県版が必要」「個別の助⾔がほしい」「国ガイドラインの存在を知らなかった」
⇒マニュアルのない県内ジム向けに県版ガイドライン作成（6⽉5⽇）

■カラオケ（２２か所）
・県版飲⾷店ガイドライン、国版ガイドラインですでに対策実施中

■接待を伴う飲食（約1000か所）
・県版ガイドライン作成済

○業種や施設の種別ごとに全国組織の関係団体がガイドラインを作成し、
感染防止策を推進 （６月16日時点で１43のガイドラインのうち、１37件策定済）

国の対応状況

⿃取県の対応状況
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業種別ガイドライン

県及び国の作成状況



⇒お客様に安⼼して利⽤していただけることをＰＲ
・飲⾷店・宿泊施設等生活衛生関係業、運輸業、観光業、サービス業など幅広く展開
［届出数865件（6/16時点）］

感染予防対策実施内容

☑管理者、従業員共に出勤前に体温を測定
し、体調不良のときは自宅待機します。

☑施設内は適宜換気し、密閉を避けます。

☑不特定の人が頻繁に触れる場所は定期的
に清掃・消毒します。

☑接客時はマスクを着用し、咳エチケットを
励行します。

・
・
・
・

店舗責任者署名 ○ ○ ○ ○

○感染拡⼤予防対策を実践する「協賛店」制度（5/27（水）スタート）
・対策の取組をチェックリストにして掲示 ・協賛店の証としてステッカーを掲示

感染防止対策を実践する「協賛店」の普及
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○認証事業所制度創設の目的
・ガイドラインを参考に対策を実施する店舗を「新型コロナウイルス感染予防対策協賛
店」として登録する制度を5月末に開始しているが、感染再拡⼤の懸念から、まだ県
⺠の動きが鈍い状況。

・「認証事業所」が他の店舗の模範的店舗となることで、県内の感染拡⼤予防対策の
向上を図る。

新型コロナ対策認証事業所について

○認証までの主な流れ
（１）事業者︓感染予防対策案を作成して申請
（２） 県 ︓申請内容（感染予防対策案等）の事前確認、現地確認
（３）専門家︓追加対策等の意⾒
（４）事業者︓（追加対策等の意⾒があった場合）追加対策の実施、

感染予防対策案の修正
（５） 県 ︓認証書交付
⇒6月中に新型コロナ対策認証事業所に係る認定会議の開催

5



#We Love 鳥取キャンペーン
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クラウドファンディング

みんなで応援「とっとり券」プロジェクト
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はーとふるとっとり緊急セールin県庁
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職場で実践している県内店舗応援の取組

デリバリー・テイクアウトの利用促進
○障がい者就労継続支援事業所に弁当を注文し職場で歓迎会を開催。（交流人口拡大本部）

○地元魚卸店のデリバリー活用やタクシー宅配サービスを利用。（総務部）

〇毎日、昼食時に弁当をできるだけ持ってこないようにして、デリバリー・テイクアウトを利用。

（生活環境部）

○「いなばのごちそうタク配」（タクシー代行宅配）を活用して昼食会を実施。（地域づくり推進部）

○米子市内の飲食店が共同で行うデリバリーサービスを職場で利用し応援。（西部総合事務所）

○職員が昼食を購入する「中部総合事務所職員による食べて応援緊急プロジェクト」を展開。

（中部総合事務所）

県産品等の斡旋、購入
○学校給食停止の影響を受けた生産者を応援するため、豚肉・鶏肉等を斡旋。

（農林水産部）

○鳥取和牛、地酒等を「食のみやこ応援セット」として斡旋。（農林水産部）

○和牛など畜産物や海藻等の水産物などを斡旋。（農林水産部）

○需要が落ち込んでいる県内企業の商品（土産品、お茶及び肉等）を斡旋。 （商工労働部）

その他の取組
○西部管内の事業者や商工団体が行うデリバリーや通販、ふるさと納税などの各サービスをまとめて

利用を呼びかけるポータルサイトを西部総合事務所ホームページ内へ開設準備中。

（西部総合事務所）



コロナ禍の中で頑張る県内の飲食店、
観光施設、アクティビティーを

県職員も応援！

職場の仲間で、家族で、新しい県民生活に取り組んで
地域経済を再生しよう！

県職員もみんなで率先行動しよう！

「美味しい 楽しい 行ってみ隊」の結成
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１ 業界への聞き取り調査
（１）実施期間：令和２年６月１０日（水）～２４日（水）
（２）対 象 者：国又は県の業種別ガイドラインのある業界
（３）主な聞き取り内容：

・(自動車学校)５月上旬・下旬、６月上旬と３回、各校長を参集し、
ガイドラインの徹底を図っている。ガイドラインの改善等の要望は
ない。

・(アミューズメント)ガイドラインは実践しているが、特に改善等の
要望はない。 など

２ 県民アンケート
（１）実施期間：令和２年６月１９日（金）～２９日（月）
（２）対 象 者：県政参画電子アンケート会員580名
（３）主な調査項目：

・新しい生活様式の取組状況及び新たに取り入れた方がよい行動
・感染防止対策を実践する協賛店制度・認証制度に対する意識
・県内の需要喚起策のアイデア など

業界への聞き取り概要及び県民アンケート


